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２．JIS制定の主なポイント 

本JISは、浸水防止用設備のうち、シャッターやドアのような建具型のものについて、非常時に

迅速に設置できることや浸水防止性能を備えていることなどの要求事項を規定しました。要求事項

の例は以下のとおりです。 

 

〇浸水防止性能 

設定浸水高さまでの静水圧において、漏水量（注１）を0.2㎥/(h･㎡)以下として6等級に分類。 

注１ 単位時間（1時間）に単位水圧面積（1m2）当たりに漏れる水の体積（m3） 

○耐水圧性能 

設定する浸水高さによって生じる水圧を所定の手順で負荷し、使用上支障等がないこと。 

○操作の容易性 

200Ｎ以下の力で操作するとき、設置時間はシャッター型の電動式は5分以内、手動式は10分以内、

ドア型は5分以内であること。 

○繰返し性能 

締付けを受ける止水材や、締付機構部品は200回の締付繰返しの性能試験を行っても、損傷や変形

がないこと。また、シャッター型は電動式で1万回、手動式で500回、ドア型は10万回の開閉繰返

し試験を行い、使用上の支障がないこと。 

 

３．期待される効果 

地下街や建物などの所有者・管理者が、それぞれの浸水防止計画に即した浸水防止用設備製品を

比較検討することが容易になり、要望に適した製品の選択が可能となることで、拡大傾向にある浸

水被害の軽減に資することが期待できます。 

 

 

※日本産業標準調査会（JISC）のHP（http://www.jisc.go.jp/）から、 

「A4716」でJIS検索すると本文を閲覧できます。 
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